
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｈ１－４８ 表示盤、表示管等 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ１－７２１ 一 表示盤、表示管等 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ５－１００ 広告用具及び表示用具 

Ｆ５－１０１ 広告用具及び表示用具（床置型及び路上設置型） 

Ｈ１－７代 発光ダイオード及び電球等 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

電子機器用表示盤 音量計用表示盤 時刻表示盤 

表示管 液晶表示器 自動車用表示盤 

時計の時刻表示盤 オーディオ機器のメータ表示器  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

材料、形態、構造を問わず、機器に組み込まれる表示器をここに分類する。 

他の意匠

完成体と

広告用の

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去

 

登録 1173879 
液晶表示器 

 

登録 1169947 
表示器 

 

 

登録 1158240 
デジタルビデオディスクレコーダー用表示盤
分類との関係（含まれない物品、意匠） 

してのデータ表示機は、Ｈ７－６２代へ。 

表示機は、Ｆ５－１００又は１０１へ。 

付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

に分類した物品の名称 

  

 


